
【参照条文】

○労働契約法（平成19年法律第128号）

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない

事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間におい

て、労働者を解雇することができない。

２ 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約によ

り労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めるこ

とにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しな

ければならない。

○労働基準法（昭和22年法律第49号）

（解雇の予告）

第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くと

も三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしな

い使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但

し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と

なつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合にお

いては、この限りでない。

２ 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合におい

ては、その日数を短縮することができる。

３ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

○派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)

第二 派遣先が講ずべき措置

六 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

（二） 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約

の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元

事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間

をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。

（三） 派遣先における就業機会の確保

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働

者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除

が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせん

する等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就

業機会の確保を図ること。


